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１ はじめに 

花街文化の発展と賑わいの創出 ～更なる地域の活性化と魅力あるまちづくりに向けて～ 

  本要項は，「学校跡地の長期・全面的な活用に関する提案の募集要領」に基づき，市民

の貴重な財産である元新道小学校跡地を活用し，まちづくりのパートナーとして，京都

ならではの価値を生かす取組を地域と共に深化させ，「京都市全体のまちづくり」に寄与

する民間等事業者を選定するために，必要な事項を定めたものです。 

  元新道小学校は，名刹建仁寺，ゑびす神社，京都五花街の一つ宮川町を有する新道地

域において，明治２年，「まちづくり」は「ひとづくり」であるという町衆の熱意と信念

によって，近代学校制度の始まりである「学制」の発布を前に，全国に先駆けて，前身

である下京第二十六番組小学校として開校しました。 

  開校以来，長きに渡り，地域と学校が支え合いながら，地域に根差した学校運営が営

まれてきましたが，児童数が減少する中で，切磋琢磨して児童が成長することができる

環境の整備を願い，地域の皆様の英断により，学校統合の道が選ばれました。 

  平成２３年４月，小中一貫教育校「東山開睛館」の開校に伴い，元新道小学校は１４１

年に及ぶ歴史に幕を閉じましたが，今もなお，人々が集い・交流し，絆を深める「まち

づくりの拠点」として，地域にとって重要な役割を果たしています。 

  しかし，老朽化等により校舎の耐震性能が不足しており，地域の防災拠点としての機

能も果たすためには，耐震改修などの施設の再整備が必要不可欠となっています。 

  こうした中，「新道自治連合会」及び「元新道小学校跡地を考える会」から提出された

要望書を踏まえ，京都市として，この度，元新道小学校跡地について「花街文化の発展

と新たな賑わいづくりを通して，更なる地域の活性化と魅力あるまちづくりに貢献する

施設」として再整備し，より良い提案を行う事業者を選定するプロポーザルを実施する

こととしました。 

  元新道小学校跡地の活用を契機に，新たなまちづくりの拠点を創出する知恵と工夫に

満ちた御提案をお待ちしております。 
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２ 本物件の概要 

（１）土地 

所在・地番 
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町１３０番，１２５番１ 

    同区新道通団栗下る二丁目下柳町１６５番 

位 置 

・京都市バス「四条京阪前」バス停から約８００ｍ 

・京阪電鉄「祇園四条駅」から約８００ｍ 

・阪急電車「河原町駅」から約１ｋｍ 

地 積 ４,０１４．１５㎡（実測面積） 

公 法 上 の 

規 制 等 

・商業地域（指定建ぺい率８０％，指定容積率４００％） 

・１２ｍ第４種高度地区 

・都心部駐車場整備地区 

・近景デザイン保全区域，遠景デザイン保全区域 

・事前協議区域（建仁寺） 

 

（２）建物 

  ア 建物一般 

所 在 地 
京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町１３０番，１２５番１ 

    同区新道通団栗下る二丁目下柳町１６５番 

建 築 時 期 昭和１２年，３０年，３２年，４４年 

留 意 事 項 
 既存建物は，耐震性能を有していないため，保存する場合は，耐震

診断を実施し，適切な耐震改修を行ってください。 

  イ 建物別 

用 途 
概測延床 

面積(㎡) 
構造 建築年 階 数 

耐震強度 

（Is 値） 

耐震 

改修 

➀-１校舎 

（地下 1 階～地上 3 階）
３，６５９ ＲＣ S12 

地下 1 階

地上 4 階 

0.47 未改修 

①-２講堂 ３９０ ＲＣ S12 － 未改修 

①-３校舎（4 階） １７６ Ｓ S30 － 未改修 

①-４給食室 ３７ ＲＣ S32 － 未改修 

②機械室（受水槽） １５ ＲＣ 不詳 地上 1 階 － － 

③便所 ８ Ｗ 不詳 地上 1 階 － － 

④倉庫・機械室 ２８ ＣＢ S44 地上 1 階 － － 

その他構造物 プール 

   備考 耐震強度（Is 値）については，本市が実施した耐震診断調査による参考値です。 

      既存建物を保存する場合は，事業者において耐震強度の確認をお願いします。 
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（３）附属物等 

   現在，敷地内には，ア及びイの設備等が設置されています。それぞれの取扱いにつ

いては，次のとおりです。 

  ア 夜間照明（２基）＜京都市＞ 

    夜間照明は，提案内容に応じて，既存の夜間照明を撤去又は残置（移設を含む。）

していただくか，新たに夜間照明を整備していただく必要があります。 

    夜間照明を撤去，移設又は新たに整備する場合は，事業者の負担で実施していた

だくこととなります。 

  イ 消防分団詰所・器具庫＜新道消防分団＞ 

    敷地内には，新道消防分団が所有する消防分団詰所（延床面積約４０㎡）及び器

具庫（延床面積約４２㎡）が設置されており，地域の消防活動の拠点施設となって

いますが，既存施設は耐震性が不足しています。 

    活用に当たっては，事業者の負担により既存施設の耐震化を行うか，既存施設を

除却のうえ，新たな施設を整備していただくこととなります。 

 

   （設備等位置図） 

 

 

  

講堂 

（凡例） 

 ◎  夜間照明 

    消防分団詰所・器具庫 

校舎 

◎（柱） 
◎（パラペットに電球を設置） 



4 
 

（４）地域住民による主な施設の利用状況 

用 途 施 設 利用頻度 

ソフトボール 

グラウンド 

１回／週 

テニス １回／週 

グラウンドゴルフ １回／週 

消防分団訓練 不定期・夜間 

防災訓練 １回／年 

夏祭り １回／年（8 月） 

運動会 １回／年（10 月） 

餅つき大会 １回／年（11 月） 

卓球 講堂 １回／週 

各種団体による集会， 
文化サークル 等 

自治会館，ふれあいサロン等
（３部屋） 通年 

   ※ この表に掲げるもののほか，本市事業（各種選挙の投票所，市民検診等）で地
域住民が深く関わる利用があります。 

■ 周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四条河原町 
京阪電鉄 
祇園四条駅 
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合成公図 

下柳町 165 

小松町 130 

小松町 125-1 
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■ 施設配置図 

 

 

 
■ 建物平面図（地下 1 階） 

 ※ ６ページ～８ページの建物平面図及び（別紙１）により貸し出す図面データは，

現況と異なっている場合があります。 

  
 

講堂 

① 校舎 

④ 倉庫・機械室 

  ③ 便所 

② 機械室（受水槽） 

①校舎 

新 

道 

通 

り 

大 

和 

大 

路 

通 

り 
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■ 建物平面図（1 階） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④倉庫・ 
機械室 

4.94

3.02 3.02

4.94

②機械室（受水槽） 

 

 

①校舎 

3.78

2.00 2.00
3.78

③便所 
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■ 建物平面図（2 階） 

 
■ 建物平面図（3 階）                                  ■ 建物平面図（4 階） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①校舎 

①校舎 
①校舎 

露台 
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３ 募集対象とする事業 

  次に掲げる事項をいずれも満たす事業を対象とします。 

（１）本市の政策課題への対応に資すること。  （詳細は，本要項 P１３（５）参照） 

（２）地域コミュニティの活性化に資すること。 （詳細は，本要項 P１４（６）参照） 

（３）花街文化の発展と新たな賑わいづくりを通して，更なる地域の活性化と魅力あるま

ちづくりに貢献する事業であること。     （詳細は，本要項 P１６（７）参照） 

【留意点】 

近年新たに，京都に進出したいというスタートアップ企業や，京都で学びたいとい

う留学生，子育て世帯等のためのオフィスや研究所，住宅等の必要性が高まっていま

す。そのため，今後の学校跡地活用においては，原則，オフィスやスタートアップ拠

点での活用を中心に考えています。 

なお，元新道小学校跡地においては，地域からの要望を踏まえ，上記（３）に掲げ

るとおり，「花街文化の発展と新たな賑わいづくりを通して，更なる地域の活性化と魅

力あるまちづくりに貢献する施設」としての活用を進めることとしています。これを

実現するため，立地面などでオフィスやスタートアップ拠点での活用が困難な場合に

は，オフィスやスタートアップ拠点以外の提案も可能とします。 

ただし，宿泊施設については，本市では，地域と調和せず，京都の文化継承につな

がらない施設の参入をお断りしています。そのため，地域との調和や，市民・観光客

の安心安全をしっかりと確保し，さらに地域文化の継承や活性化に貢献する宿泊施設

に限り，提案を可能とします。 

 

４ 応募資格 

  応募資格を有する者は，前述「３ 募集対象とする事業」に示す事業を実施する意思が

あり，定期借地契約の契約者となる法人で，次の（１）から（８）までのいずれにも該

当しない者に限ります。 

  なお，複数の法人による共同提案を妨げるものではありません（共同提案を行う場合

は，あらかじめ１法人を代表者と定め，その代表者が応募及び事業に必要な諸手続を行

ってください。）。共同提案を行う場合は，全ての法人について，次の（１）から（８）

までのいずれにも該当しない者であることが必要となります。 

  また，特定目的会社（SPC）等の手法を活用し，新たな法人設置を予定している場合

は，事前に本市との協議を行ってください。 
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（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に掲げる者（一般競争入札に係る契約

を締結する能力を有しない者，破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる者） 

（２）京都市暴力団排除条例（以下「排除条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団，

同条第４号に規定する暴力団員等及び同条第５号に規定する暴力団密接関係者 

  ※ 応募資格確認のため，京都府警察本部に照会する場合があります。 

（３）本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と

認められるものの用に供しようとする者並びにこれらの者の依頼を受けて保有地の貸

付契約をしようとする者 

（４）代表者，役員又はその使用人が，刑法第９６条の６に規定する公契約関係競売等妨

害又は第１９８条に規定する贈賄に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検さ

れ，又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しない者 

（５）法人又はその代表者が，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又

は第８条第１項第１号に規定する私的独占，不当な取引制限の禁止及び一定の取引分

野における競争の実質的制限の禁止に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関

に認定された日から２年を経過しない者 

（６）次に掲げる租税等を滞納している者 

  ア 法人税 

  イ 消費税 

  ウ 本市の市税 

  エ 本市の水道料金及び下水道使用料 

（７）プロポーザル募集開始日の前日までに，本市が定める「学校跡地の長期・全面的な

活用に関する提案の募集要領」６に記載の事業者登録（連携企業としての登録を含む。）

を完了していない者 

  ※ １法人が，２以上の提案に係る応募事業者又は構成員となることはできません。 

（８）その他本市が契約の相手方として不適当と判断する者 
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５ 活用条件 

  活用の方法については，本市から事業者に対し，元新道小学校跡地の土地（以下「本

件土地」という。）を貸し付けるとともに，既存建物は譲与したうえで，事業者において，

施設の整備を行うことを条件とします。 

（１）貸付けの範囲 

   元新道小学校の敷地すべてを貸し付けるものとします。 

（２）貸付けの期間 

 １０年以上６０年以内の範囲内とします。 

（３）土地の貸付条件等 

  ア 土地の貸付け 

（ア）借地借家法第２２条（定期借地権）（期間は５０年以上６０年以内）又は第２３

条（事業用定期借地権）（期間は１０年以上５０年未満）に基づく定期借地権を設

定するものとします。 

（イ）契約期間の終了に当たっては，契約の更新はありません。ただし，本市との協

議により，再契約することがあります。 

（ウ）事業者は本市に対して，借地借家法第１３条の規定による建物その他土地に付

属させたものの買取を請求することはできません。 

  （エ）契約期間終了時には，事業者は，本件土地に存する建物，工作物その他一切の

定着物を自らの費用により撤去し，本件土地を更地にしたうえで，明け渡してい

ただくこととします。ただし，特別の事情があると認められる場合には，本市と

事業者との協議によることとします。 

  イ 施設の整備 

  （ア）既存建物等の譲与 

     既存建物は，不動産鑑定評価に基づき，無償で譲与します。 

     また，プール，遊具等の構造物についても，無償で譲与します。 

     ただし，譲与後も，後述「（イ）既存建物の取扱い等」の内容を十分に踏まえ，

本件土地における施設の整備を行ってください。 

  （イ）既存建物の取扱い等 

     施設の整備に当たっては，建築基準法をはじめ現行法令を遵守し，その範囲内

で行ってください。 
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     既存建物を除却し，建物を新築することができますが，その場合も，次の視点

を積極的に取り入れ，周囲の景観と調和する材質・色調とするなど，新道地域の

新たな核となる施設にふさわしい外観・内装を兼ね備えるようにしてください。 

     なお，既存建物の増築，大規模改修等により活用可能な床面積を確保のうえ，

既存建物を保存することもできますが，その場合，既存建物は耐震性能が不足し

ていますので，地域住民の安心・安全を守る防災拠点であることを踏まえ，耐震

改修を行ってください。 

    ○ 歴史的景観との調和 

      元新道小学校は，建仁寺やその塔頭，京都ゑびす神社や宮川町歌舞練場等多

くの歴史的建造物に近接しています。また，西側，東側等が「祇園町南歴史的

景観保全修景地区」に接しており，風情が漂う歴史的な町並みや東山の山並み

などが一体的に形成された素晴らしい景観を残しています。  

整備に当たっては，こういった地域の景観特性を踏まえ，特に建仁寺の良好

な眺望を守るとともに，「祇園町南歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景

計画」を参考にしながら，歴史的建造物や町並みとの調和について十分に配慮

してください。 

○ 地域のシンボル的存在 

      元新道小学校は，地域の人々が集い・交流し，絆を深める「まちづくりの拠

点」として，今もなお，重要な役割を果たしています。活用に当たっては，更

なる賑わいと誰もが参加したくなる地域コミュニティの活性化に資するシンボ

ル的な存在となるよう，整備を行ってください。 

  （ウ）事業開始後 

     事業開始後に，正当な理由なく，本プロポーザルの趣旨を著しく損なう，又は

著しく逸脱する意匠・建物構造の変更，建替え等は，原則認められません。改修

等を行う場合には，軽微なものを除き，必ず事前に本市と協議を行ってください。 

（４）転貸の禁止等 

  契約期間中は，事前協議会において合意に至った活用計画に基づく利用に供してく

ださい。その期間中は貸付財産については，本市が承認した場合を除き，次の事項を

禁止します。 

  ア 第三者への転貸 

  イ 賃借人の地位の譲渡 

  ウ 借り受けた土地に対して地上権，担保権その他の使用又は収益を目的とする権利

の設定 
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   また，本件土地上の建物（既存・新築を問わない。）については，本市が承認した場合

を除き，第三者への譲渡や承継，建物への抵当権等担保権の設定を行ってはいけません。 

（５）本市の政策課題への対応 

   元新道小学校跡地を活用する事業者には，本市まちづくりのパートナーとしての役

割を期待しています。日本の伝統文化・伝統産業が息づく京都の魅力を世界に向けて

発信するとともに，京都ならではの価値を生かす取組を地域と共に深化させ，「京都市

全体のまちづくり」につながるよう，本市の政策課題である次の項目について，積極

的に提案を行ってください。 

  ア 正規雇用の創出，市内事業者との連携 

    事業の実施に当たっては，正規雇用を新たに創出するよう努めてください。また，

施設の整備・運営等に当たっては，可能な限り京都市内の事業者と連携するなど，

地域経済に貢献するよう努めてください。 

  イ 伝統文化・伝統産業等の活性化につながる物品や技法の活用 

    匠の技を持つ職人による京都の伝統技法の活用，京都産食材の使用及び京都中央

卸売市場からの調達，調度品・内装品への京都の伝統産業品や市内産木材（みやこ

杣木，京銘竹）等の利用により，施設利用者が，茶道・華道・香道・和装・京料理・

京菓子など，くらしの中に息づく京都の文化に触れる機会を創出し，広く国内外に

発信する提案を積極的に行ってください。 

  ウ 避難所，その他防災上の機能強化 

    現在，講堂については，災害時における地域住民のための避難所（収容可能人数：

１４０名，１名当たりの使用スペース：約２㎡）及び避難場所（水害）に指定され

ています。 

    活用に当たっては，防災拠点であること等を考慮し，避難所等の機能を維持する

ことはもとより，ハード・ソフト両面における避難所等の機能の強化や，新たな取

組・機能付加について積極的に提案してください。 

    なお，「京都市水害ハザードマップ」において，当該敷地の洪水浸水想定（想定さ

れる最大の浸水の深さ）は０．５～３ｍ（京都府ハザードマップでは２～３ｍ（一

部１～２ｍ））であり，家屋倒壊等氾濫想定区域（木造建物の倒壊が想定される区域）

となっていますので，考慮のうえ，提案してください。 

    また，元新道小学校は，原子力災害時における広域避難者の受入予定施設（収容

可能人数：８４名，１名当たりの使用スペース：約３．３㎡）の一つに選定されて

います。活用後の取扱いについては，契約候補事業者の選定後，受入予定施設とし

ての機能を維持するよう，改めて本市と協議を行うこととします。 
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 エ 公共交通の利用促進等による回遊性の向上 

    本市では，「人が主役の魅力あるまちづくり」を推進し，ひとと公共交通優先の「歩

くまち・京都」の実現を目指しています。施設整備に伴い，多くの人々が集い，交

流することを踏まえ，市バス・地下鉄をはじめ公共交通機関の利用促進を図るなど，

祇園周辺や隣接エリアから人の流れを生み出す具体的な提案を行ってください。 

  オ 児童館の設置・運営 

    現在，校舎内に「京都市新道児童館」（公設民営）を設置しています。 

    跡地の活用に当たっては，元新道小学校跡地活用に係る契約候補事業者選定のた

めの募集要項 別冊 のとおり，工事期間中を含め，児童館の運営を継続することが

できる提案を行ってください。 

カ 環境負荷の低減に向けた取組の推進 

    京都にふさわしく環境負荷の低い建築物の普及・啓発を図るため，建築環境総合

性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ京都）における高ランク評価の取得や，地域産木

材の利用，再生可能エネルギー利用設備の設置など環境負荷の低減に向けた取組を

積極的に提案してください。 

（６）地域コミュニティの活性化 

   これまで，学校が地域の様々な催しや交流活動などを通して，地域住民が集い・交流

し，絆を深める「まちづくりの拠点」であった経緯を踏まえ，活用に当たっては，新た

な賑わいを創出するとともに，事業の一環として地域との交流促進や地域の自治活動に

協力・支援するなど，地域コミュニティの活性化につながる提案を行ってください。 

  ア 地域住民が利用する施設の整備 

  （ア）各種団体による自治会活動スペース 

     現在，地域の各種団体が，既存建物を利用して，集会などの自治会活動（※）

を行っています。活用に当たっては，現在の活動が継続・発展できるよう，延床

面積で１００㎡以上の自治会活動スペースを整備してください。 

     なお，整備する自治会活動スペースの配置については，地域住民が利用しやす

い環境となるよう，集約等も可能としますが，プロポーザルでの審査項目となる

ことに留意してください。 

    ※ 本要項Ｐ４「(４) 地域住民による主な施設の利用状況」参照 

（イ）地域交流スペース 

     この地がかつて小学校であったことの記憶や，先人達が築いてきた長い歴史を

後世に伝えていく場，また，地域住民にとって憩いの場となる地域交流スペース

を屋内外のいずれかに整備してください。 
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  （ウ）倉庫スペース 

     現在，学校敷地内には，地域の各種団体が使用する備品等を保管するための倉

庫スペースが点在しています。活用に当たっては，地域住民にとって利用しやす

い環境となるよう集約等を行い，８０㎡以上の倉庫スペースを整備してください。 

  （エ）消防分団詰所・器具庫 

     地域における防災活動の拠点施設として円滑な活動ができるよう，現在の消防

分団詰所・器具庫を耐震化し，又は通りに面した場所に６０㎡以上の消防分団詰

所・器具庫（消防ポンプの保管場所を含む。）を新たに整備してください。 

  （オ）青パト車両の駐車スペース 

     現在，グラウンドの一角に，青色防犯パトロール活動（通称「青パト」）のため

の軽自動車を１台駐車しています。活用に当たっては，当該車両の駐車スペース

を確保してください。 

（カ）備蓄倉庫 

     現在，空き教室（約６５㎡）を利用して，災害時の備蓄物資を保管しています。

活用後も引き続き収納できるよう備蓄物資の保管スペースを確保してください。 

  （キ）工事期間中の取扱い 

     工事期間中，自治会活動が継続できるスペース（集会スペース，消防分団の物

品保管スペース等）を敷地内又は近接地のいずれかに設けてください。ただし，当

該スペースは工期等に応じて設置場所を移動することは可とします。 

  イ 施設の維持管理 

    地域住民が利用する施設では，整備後の維持管理・修繕費用（軽微なものを除く。）

は事業者の負担とし，日々の光熱水費等については，利用者である地域住民が負担

することを想定しています。具体的な使用方法，費用負担等については，契約候補

事業者の選定後，協議のうえ，決定することとします。なお，費用負担については，

現状の負担額を勘案することとします。 

ウ 地域住民との円滑な関係の構築 

    新道学区では，自主防災会・消防分団による防災活動や青パトなど，地域を挙げ

て安心安全な環境を維持するための取組を日々行っています。活用に当たっては，

地域の一員として将来にわたり，地域住民と円滑な関係を構築していくための方策

として，自治会活動に積極的に参加するとともに，こうした活動に対し協力・支援

する提案を行ってください。 
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（７）花街文化の発展と新たな賑わいづくり 

  ア 花街文化の発展 

    数々の伝統技芸により，心のこもったおもてなしをする文化が受け継がれ，京都

の伝統文化が大切に守り続けられている京都の五花街の一つ「宮川町」を有する新

道学区は，これまでから国内外の人々を魅了し続けており，これからも多数の人々

が訪れることが見込まれます。活用に当たっては，新道学区に息づく伝統文化やお

もてなしの心を受け継ぎ，新道学区の活性化や，京都が誇る花街文化の継承・発展

に資する提案を行ってください。 

  イ 新たな賑わいづくり 

    元新道小学校は，「まちづくりの拠点」として，地域にとって重要な役割を果たし

ており，活用に当たっては，まちの賑わいを創出する施設となるよう整備を行って

ください。また，地域の特性を生かし，花街文化・伝統産業等との連携を図るなど，

地域の活性化につながる提案を積極的に行ってください。 

（８）その他 

   元新道小学校跡地の活用にとどまらず，本市まちづくりのパートナーとして，「京都

市全体のまちづくり」の観点から，広く地域の活性化や，オフィス・スタートアップ

拠点での活用など，本市施策への貢献につながる提案を積極的に行ってください。 

   なお，この提案は「審査項目及び審査基準」（本要項Ｐ５７）における審査項目７（そ

の他特筆すべき事項）において，加算点の対象とします。 
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６ 応募手続 

（１）応募方法 

  ア 提出書類及び提出部数 

    「提出書類一覧」（別紙３）のとおり 

     ※ 紙媒体で２３部としているものは，正本１部，副本２２部とします。 

     ※ 正本１部については，本市が準備するＡ４フラットファイルに綴じ，副本  

２２部については，正本用と同規格のファイルに綴じたうえで，それぞれ書類

番号ごとにインデックスを付して提出してください。 

     ※ 紙媒体とは別に電子媒体で６部提出してください。電子媒体の種類はＣＤ又

はＤＶＤとし，データはＰＤＦとしてください。 

     ※ 提出書類は，できるだけ簡潔でわかりやすいものとしてください。 

  イ 提出期間 

    令和２年７月６日（月）～７月９日（木） 

    受付時間は，午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 提出方法 

    持参に限ります。 

    ※ 提出書類の確認等を行う必要がありますので，来庁される際は，事前に連絡を

お願いします。 

  エ 提出先 

    京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２７番地（京都朝日会館６階） 

    京都市行財政局資産活用推進室 学校跡地活用促進担当（担当：陶山，春名） 

（２）提出書類の取扱い 

  ア 無償使用 

    本市は，本物件において公表等が必要な場合には，応募者の許可なく，提出書類の

内容を無償で使用できるものとします。 

    なお，提出書類は，理由の如何に関わらず返却しないものとします。 

  イ 提出書類の変更等の禁止 

    提出書類については，本市が特に必要と認めた場合以外は，変更，差替え，再提出

を認めないこととします。 
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（３）費用の負担 

   応募に関する費用は，すべて応募者の負担とします。 

（４）質疑及び回答 

  ア 質疑者の資格 

    本要項中「４ 応募資格」を満たす者とします。 

  イ 質疑の方法 

    質疑の要旨を簡潔にまとめ，電子メールで送信してください。 

  ウ 受付期間及び送信先 

  （ア）受付期間 

    ① 令和２年４月２４日（金）～４月３０日（木） 

    ② 令和２年５月２９日（金）～６月 ４日（木） 

  （イ）送信先 

     電子メールアドレス shisankanri@city.kyoto.lg.jp 

     （京都市行財政局資産活用推進室 学校跡地活用促進担当） 

  エ 回答 

    次に掲げる日までに京都市行財政局資産活用推進室のホームページに掲載しますの

で，必ず確認してください。 

    回答は，本要項と一体のものとして，要項と同等の効力を有するものとします。 

    ただし，やむを得ない事情により回答が遅れる場合は，その旨をホームページに掲

載します。 

    ① 令和２年５月１４日（木） 

    ② 令和２年６月１８日（木） 

（５）現地見学の実施 

   現地見学については，土・日・祝日を除き，随時受け付けていますので，現地見学を

希望する場合は，電話にて申込みを行ってください。調整のうえ，実施日を決定します。 

  ※ 事前の申込みがない場合は，現地見学をすることはできません。 

    連絡先 京都市行財政局資産活用推進室 学校跡地活用促進担当（担当：陶山，春名） 

    電 話 ０７５－２２２－４１１９ 

 

mailto:shisankanri@city.kyoto.lg.jp
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（６）基礎資料の貸出し等 

   以下に記載する資料の貸出し等については，土・日・祝日を除き，随時，受け付けて

いますので，希望する場合は，電話にて事前の申込みを行い，貸出時に，設計図書等借

受申請書（別紙１）を提出してください。 

   なお，資料の数に限りがあるため，貸出しができない場合があります。 

    資 料  ・ 仮求積図      ・ 敷地平面図 

         ・ 建物図面      ・ 既存建物図面の CAD データ 

         ・ 耐震診断結果報告書 ・ 地中探査に係る報告書（閲覧） 

・ 建築基準法第１２条に基づく定期検査報告書 

    連絡先 京都市行財政局資産活用推進室 学校跡地活用促進担当（担当：陶山，春名） 

    電 話 ０７５－２２２－４１１９ 

（７）現地測量の実施 

  ア 実施期間 

    火・水・木曜日 ９時３０分～１２時，１３時～１６時３０分 

    ※ 月・金曜日は原則不可 

    ※ 土・日曜日・祝日は不可 

  イ 実施場所（対象） 

    元新道小学校跡地（本件土地・既存建物） 

    ※ 現地には駐車場がありません。 

  ウ 実施申込み 

    希望日の３営業日前までに，電話にて事前の申込みを行ってください。 

    調整のうえ，実施日を決定しますので，実施日までにメール又はＦＡＸにて現地測

量実施申込書（別紙２）を提出してください。 

    ※ 事前の申込みがない場合は，現地測量をすることはできません。 

    連絡先 京都市行財政局資産活用推進室 学校跡地活用促進担当（担当：陶山，春名） 

    電 話 ０７５－２２２－４１１９ 

    ＦＡＸ ０７５－２１２－９２５３ 

メールアドレス shisankanri@city.kyoto.lg.jp 

 

mailto:shisankanri@city.kyoto.lg.jp
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７ 契約候補事業者の選定方法 

  プロポーザル募集開始日の前日までに「学校跡地の長期・全面的な活用に関する提案の

募集要領」に定める事業者登録（連携企業としての登録を含む。）が完了している事業者を

対象に，プロポーザル方式により契約候補事業者を選定します。 

（１）事業計画の審査 

応募者から提出された書類をもとに，学識者等で構成する「元新道小学校跡地活用に

係る契約候補事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において，本要項Ｐ５７

「審査項目及び審査基準」（別紙４）に基づいて事業計画の審査を行います。 

  ア 選定委員会では，「審査項目及び審査基準」に基づき，各審査項目について０点から

１０点までの１１段階評価を行い，各審査項目の評価点（０～１０点）を算定します。

次に，各審査項目の評価点に，各審査項目の重要度に応じて設定した係数（１～４）

を乗じて，各審査項目の得点を算出します。 

    なお，価格評価については，最低価格を上回る提案に基礎点を付与したうえで，貸

付希望価格の多寡に応じた評価点とします。 

  イ 必要に応じてプレゼンテーションやヒアリングを行う場合があります。日時及び場

所については，別途本市から指定します。 

    なお，応募者多数の場合は，選定委員会において，プレゼンテーション又はヒアリ

ングに参加する事業者を各審査項目の評価点に応じて選抜することがありますので，

その際には，別途，その旨を通知します。 

  ウ これらの得点の合計をもって，応募者の得点とします。 

（２）審査結果の通知及び契約候補事業者の決定等 

   審査の結果，最高の得点（ただし１２０点以上）を獲得した者を契約候補事業者とし

ます。応募者が１者の場合，得点が１２０点以上で契約候補事業者として適当と認めら

れた時，その者を契約候補事業者とします。 

   ただし，審査の結果，契約候補事業者として適当と認められる者がない場合，本市は，

契約候補事業者の選定を見送ることがあります。 

   また，契約候補事業者の決定後，本市は，応募者全員に審査結果を通知するとともに，

審査の概要（応募事業者名，契約候補事業者に係る提案内容，選定委員会講評等）を本

市ホームページ等で公表します。 
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８ 契約候補事業者選定後の手続 

（１）基本協定の締結 

   契約候補事業者と本市との間で，概ね次の事項を記載した基本協定を締結します。 

  ア 契約候補事業者は，貸付契約の締結までの手続において独占的に本市及び地域自治

を担う住民組織である自治連合会等との協議に参加できること。 

  イ 契約候補事業者は，本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との三者

による事前協議会において合意を得たときは，合意内容の履行を条件として契約の相

手方となること。 

  ウ 次に掲げる場合，基本協定は解消されること。 

  （ア）設定した期限までに，貸付契約の内容について合意を得られなかったとき，又は

本市が合意を得る見込みがないと判断するとき。 

  （イ）協定上の義務の履行を催促したにもかかわらず，なお当該義務が履行されないと

き。 

  （ウ）契約候補事業者又は本市の都合により，活用の手続が継続できないこととなった

とき。 

  （エ）基本協定の解消について，契約候補事業者と本市が合意したとき。 

  （オ）その他止むを得ない事由が発生したとき。 

  （カ）契約候補事業者が「４ 応募資格」に規定する要件に該当する等，プロポーザルの

手続において定める資格を失ったと認められるとき。 

    ※ 基本協定を解消したときは，事業者選定手続において，解消された基本協定に

係る契約候補事業者の次に評価の高かった者を契約候補事業者とすることがあり

ます。この場合においては，新たな基本協定を締結し，改めて事前協議会におけ

る協議を開始することとします。当該新たな基本協定が解消されたときも同様と

します。 

  エ その他手続に必要な事項 

（２）事前協議会への参加及び合意形成 

   基本協定に基づき，概ね次の事項について本市及び地域自治を担う住民組織である自

治連合会等との間で契約候補事業者の具体的な提案をもとに意見を調整し，具体的な事

業計画等を策定するため，本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との三

者による事前協議会を設置します。 
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   契約候補事業者となった者は，これに参加し，合意形成に向け，必要な資料の作成，

説明，交渉等を自らの費用負担において行っていただくこととします。 

  ア 施設整備の内容及び工事等の施工の方法 

  イ 事業の運営の内容 

  ウ 地域への配慮事項の具体化の方法，内容 

  エ スケジュール 

     ※ 契約候補事業者の他に関係者がある場合は，必要に応じ，事前協議会への出席， 

協議への参加を求めることがあります。 

    ※ 事前協議会では，必要に応じて学識経験者等の意見聴取などを行うことがあります。 

    ※ 事前協議会での協議に基づき，「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関す

る条例」や「京都市環境影響評価等に関する条例」など，関係法令に基づく手続（該

当の有無についての確認を含む。）を行ってください。 

（３）地元利用等の調整 

 計画の具体的内容についての合意があった場合に，地域住民その他の事業者以外の者

による施設の利用により，施設の一部について事業者の利活用が困難と認められる場合

は，これを踏まえた内容の契約を締結することとします。 

（４）契約金額の決定 

 契約金額は，事業者の貸付希望価格と貸付契約締結時における不動産鑑定評価による

価格（再取得を予定）を比較し，高い価格を契約金額とします。ただし，地元利用等の

調整を行った部分について，減額する場合があります。 

（５）契約締結 

 計画の内容，契約金額等の契約の内容について本市との間で合意に達したときは，速

やかに契約（定期借地権設定の場合の定期借地権設定合意書を含む。）を締結します。 

   ※ 契約候補事業者の他に関係者がある場合は，本市，契約候補事業者，及び関係者

との間で覚書等を締結し，運営の条件，次号に規定する三者協議会への参加等を約

定することとします。 
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（６）三者協議会の設置 

 契約締結後，契約期間の終了までの間は，施設整備，運営方法等について常時協議す

るため，契約事業者において，本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等と

の三者により構成する三者協議会を設けていただくこととします。また，契約事業者の

他に関係者がある場合は，三者協議会への参加を義務付けることがあります。 

  なお，三者協議会の設置，運営に係る経費は，契約事業者の負担とします。 

 

 ＜参考＞フロー図 
     （活用対象とする学校跡地及び事業種別の決定） （事業者・事業内容の決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 貸付契約等に係る事項 

（１）費用の負担 

施設整備，事業実施（これに伴う埋蔵文化財の発掘を含む。），施設運営等に係る一切

の経費は，契約事業者の負担とします。 

また，三者協議会の開催に必要な経費，公正証書の作成費用その他この契約の締結に

必要な経費も契約事業者の負担とします。 

（２）契約不適合責任 

ア 土地 

（ア）事業者は，貸付契約の締結後，貸し付けた土地に，種類，品質又は数量に関して

契約の内容に適合しないものがあるときにおいても，履行の追完の請求，貸付料の

減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。 

（イ）上記（ア）にかかわらず，本件土地に学校の設置・管理に起因する地下埋設物，

土壌汚染等の存することが判明したとき（本件土地の引渡し後２年以内に申出があ

ったときに限る。）は，これらの処理に要する費用について，合理的な範囲内で本市

が負担することとします。 
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イ 既存建物 

（ア）既存建物に，種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあると

きにおいても，履行の追完の請求，代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の

解除をすることはできません。 

（イ）上記（ア）にかかわらず，既存建物にアスベスト（石綿）又はＰＣＢが用いられ

ていることが判明したとき（既存建物の引渡し後２年以内に申出があったときに限

る。）は，これらの処理に要する費用について，合理的な範囲内で本市が負担するこ

ととします。 

（３）引渡し 

   本市は，契約締結後に保証金の納入を確認したうえで本件土地の引渡しを行います。 

（４）契約解除 

 本市は，次に掲げる事由に該当する場合は，催告その他の手続を経ることなく直ちに

契約を解除し，違約金（貸付料２年分相当額）を請求することができるものとします。

この場合において，本市に違約金を超える損害が生じたときは，その損害の賠償を事業

者に請求できるものとします。 

 なお，既納の貸付料及び保証金があるときは，当該貸付料及び保証金をこれに充当す

るものとします。 

ア 本件土地を，事前協議会において合意に至った活用計画に定める目的以外の目的の

ために使用したとき。 

イ 事業者が，正当な理由なく貸付料の支払いを３月以上滞納したとき。 

ウ 期限までに保証金が納入されないとき。 

エ 三者協議会における協議及び本市の承諾なしに，借地権の譲渡や建物の増改築等を

行ったとき。 

オ 「４ 応募資格」に規定する資格を満たさないこととなったとき。 

カ 契約の手続において提出した書類又はヒアリングにおける説明に虚偽又は重大な誤

りのあったことが判明したとき。 

キ その他契約に定める重要な義務に違反したとき。 

（５）契約終了時の義務 

 期間満了又は契約解除による本件契約が終了したときは，事業者は，本件土地に存す

る建物，工作物その他一切の定着物を自らの費用により除却し，本件土地を更地にした

うえで，明け渡していただくこととします。ただし，特別の事情があると認められる場
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合には，本市と事業者との協議によることとします。 

（６）解体準備金の確保 

 事業者は，本件契約の期間満了時における建物等の除却費用に充当するための解体準

備金を積み立て，期間満了に先立って十分な金額を確保するものとします。 

10 貸付料及び保証金 

（１）貸付料 

貸付けは有償です。 

※ 貸付けは，借地借家法第２２条（定期借地権）又は第２３条（事業用定期借地権）

に基づく定期借地権の設定によるものとします。 

ア 貸付料の額の決定 

貸付料の額は，事業者の貸付希望価格と貸付契約締結時における不動産鑑定評価に

よる価格（再取得を予定）を比較し，高い価格を貸付料とします。 

なお，貸付料の支払い義務は引渡しの日から発生するものとし，引渡しの日から当

該年度の末日までの貸付料の額は，その期間の日数に応じ，年額を日割りして計算し

た額とします。 

  （ア）最低価格 

      １０７，９１０，０００円（年額） 

      ※ 本要項及び土地の用途等の諸条件を踏まえて，不動産鑑定士による不動産

鑑定評価に基づく価格としています。 

      ※ 当該最低価格は，地元利用部分等に係る減額は考慮していません。 

  （イ）貸付希望価格 

     上記（ア）を最低価格として，様式３により貸付希望価格を提案してください。 

     なお，当該貸付希望価格は，地元利用部分等に係る貸付料の減額措置以前の額と

して想定される金額を記載してください。 

  （ウ）地元利用等の調整 

     事前協議会において，地元利用等の調整を行った部分について，「学校跡地活用に

おける市民等の利用促進等に係る措置基準の概要」（Ｐ２８参照）に基づき，貸付料

の一部について減額する場合があります。 
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イ 貸付料の改定 

貸付料の改定に当たっては，固定資産税路線価の評価替えを基に算出した変動率を，

従前の貸付料に乗じて得られた額を新たな貸付料とします。 

なお，改定の時期については，当該評価替後の固定資産税路線価が公表された日の

属する年度（価格調査基準日の属する年度ではありません。）の翌年度から貸付料を改

定することとします。 

ウ 貸付料の支払方法等 

貸付料の支払いは，年額の一括支払いを原則としますが，年間１２回を限度として，

分割納入も可能とします。 

また，納入期限は，貸付契約の締結後又は年度の開始後３０日以内です。 

（２）保証金 

事業者は，契約の締結に当たって定めた貸付料の２年分に相当する額の保証金を支払

っていただきます。 

ア 保証金の額の改定 

貸付料が，改定により当初の額の２倍以上の金額となったときは，保証金について，

２倍以上となった年の額と既納の額との差額に相当する額の追加の貸付料相当保証金

を支払っていただきます。貸付料が，更に２倍となったときも同様とします。 

なお，改定により貸付料が著しく減額になった場合であっても，保証金の返還は行

いません。 

イ 充当のあった場合の保証金の追加支払い 

保証金の全部又は一部を金銭債務へ充当した場合において，これらの事由の生じた

年の貸付料により積算した保証金の額が，既納の保証金の充当後の残余の額を上回っ

たときは，その差額に相当する保証金を支払っていただきます。 

  ウ 保証金の返還 

 契約期間が満了したとき又は本市が契約を解除したときは，土地の明渡しの完了を

確認したうえで保証金を返還します。 

その場合において，事業者に，貸付契約に基づく本市への金銭債務があるときは，

本市は，当該金銭債務の弁済に保証金を充当することができ，事業者はこれに異議を

申し立てることができないものとします。 

なお，返還する保証金には利息を付しません。 



27 
 

11 その他 

（１）選定委員会委員との接触の禁止 

   選定委員会委員に対して，本件に関する接触（直接，間接を問わない。）を禁じます。

接触の事実が認められた場合には，失格となることがあります。 

（２）契約候補事業者の取消し 

   貸付契約の締結までの間に，本市の承諾を得ず計画の主要な部分を変更するなど，本

要項に違反その他契約候補事業者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは，

契約候補事業者の決定を取り消すことがあります。 

   なお，この場合，本市に対する損害賠償の請求，その他一切の請求は認めません。 

12 スケジュール（予定） 

※ 応募者多数の場合など，スケジュールは変更となる可能性があります。 

募集要項等の配布 令和 ２年 ４月１５日（水） 

質疑の受付期間① 令和 ２年 ４月２４日（金）～ ４月３０日（木） 

質疑の受付期間② 令和 ２年 ５月２９日（金）～ ６月 ４日（木） 
応募書類の受付期間 令和 ２年 ７月 ６日（月）～ ７月 ９日（木） 

選定委員会での審議 
令和 ２年 ８月以降 

応募者数，審議状況等により適宜開催 

契約候補事業者の選定 最終の選定委員会から約１箇月後 

貸付契約の締結等 令和 ３年度 

13 問合せ先 

  京都市行財政局資産活用推進室 学校跡地活用促進担当（担当 陶山，春名） 

  〒 604–8005  京都市中京区河原町通三条上る恵比須町 427 番地 京都朝日会館６階 

   電 話 ０７５－２２２－４１１９ 

   ＦＡＸ ０７５－２１２－９２５３ 

   電子メールアドレス shisankanri@city.kyoto.lg.jp 

mailto:shisankanri@city.kyoto.lg.jp
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学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準の概要について 

 
 
 本市及び地域にとって貴重な財産である学校跡地の活用にあたって，民間活用の推進

と同時に，地域住民等による利用を促進するため，学校跡地を借り受けた事業者が，グ

ラウンド等を地域住民等の利用に供し，自らの事業による使用を制限することとした場

合は，「学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準」に基づき，貸付料

の減額措置を講じることとしています。 
 詳しくは，「学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準」を確認して

ください。 
 
 
１ 概 要 

  地元自治連合会等が自治活動を行うために学校跡地内の土地（グラウンド等）及び

建物（ふれあいサロン・多目的ホール等）を利用すること（地域利用），あるいは土

地を一般開放し市民等が利用すること（一般開放）により，当該利用部分の土地及び

建物による跡地活用事業の実施が制限される場合は，その割合に応じて貸付料を減額

します。 
 
 
２ 対象 

（１）地域利用 

   地元自治連合会等が地元学区の自治活動のために学校跡地内の土地（グラウン

ド）及び建物の一部を自治連合会等の専用とし,事業者の使用を制限するもの 

 

（２）一般開放 

   土地を一般市民に開放（１日当たり８時間以上）するもの 

 

 

３ 算定方法 

 （１）土地のとき 

               全体の面積に占める地域利用等部分の面積の割合分 

              を減額 

 
                               使用制限部分の 
                               土地の面積 
                    年間の貸付料の全額 ×            
                                 貸付地の 
                                                                合計面積    

参考 

グラウンド 
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 （２）事業者の所有の建物の一部のとき 

                全体の面積に占める地域利用等部分の建築面積の

割合分を減額（複数階建物のときは，更に，建物の

延床面積に占める地域利用等部分の床面積の割合分

とする。） 

 

 
                         
                  使用制限部分のある    使用制限部分の 
                  建物の建築面積      床面積の合計 
     年間の貸付料の全額 ×           ×                       
                  貸付地の面積       使用制限部分のある 
                              建物の延べ床面積 
                               
 
 

４ その他 

（１）事業者が自らの事業のために使用する部分について，期間を定めて一般開放する

場合，一般開放する日数に応じて日割りで貸付料を減額することができます。 

 

（２）地域利用及び一般開放する部分について，期間を定めて事業者が使用する場合，

使用日数に応じて日割りで貸付料を事業者に請求します。 

 

 

会議室 
1F 

 2F 

  3F 
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（別紙１） 
 

令和  年  月  日 
 
（宛先）京 都 市 長 

設計図書等借受申請書 

 
   設計図書等について，下記のとおり借受を申請します。 

 
記 
 

事業者名  

所 在 地  

担 当 者 

氏   名  
所 属 部 署 
役   職  

電 話 番 号 
Ｆ Ａ Ｘ 

     －      － 
     －      － 

Ｅ メ ー ル           ＠ 

借受希望 

希望する建築図書にチェックしてください。 
 □ 仮求積図（ＣＤ－Ｒ） 
 □ 敷地平面図（１／２５０） 
  ※ 平成２５年８月作成 
 □ 建築図面（ＣＤ－Ｒ） 
 □ 既存建物図面のＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ） 
 □ 耐震診断結果報告書（ＣＤ－Ｒ） 
  ※ 平成１７年１１月作成 

□ 建築基準法第１２条に基づく定期検査報告書 
※ 平成３０年度分，令和元年度分 

 ※ 借受を希望する場合は，事前に御連絡のうえ，京都市行財政局資産活用推進

室まで申請書をお持ちください。 

 ※ なお，駐車場がありませんので，公共交通機関を御利用ください。 
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（別紙２） 
 

令和  年  月  日 
 
（宛先）京 都 市 長 

現地測量実施申込書 

 
 
現地測量の実施について，下記のとおり参加を申し込みます。 
 
 

記 
 

 

事業者名  

所 在 地  
 

参 加 者 

参加人数  

代

表

者 

氏  名  

所属部署 
役  職  

電話番号 
Ｆ Ａ Ｘ 

     －     － 
     －     － 

Ｅメール          ＠ 

実施日時 令和  年  月  日（ ） 
  午前・午後  時 ～ 午前・午後  時 

 ※ 実施を希望する場合は，事前に希望日を御連絡ください。本市から日時を指

定します。 

  ※ 敷地内に駐車場はありません。公共交通機関等を御利用ください。 
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（別紙３） 

提 出 書 類 一 覧 

 

１ 申込事業者の概要・財務状況等 

 ※ 共同申込みの場合は「Ⅰ－３～Ⅰ－１１」について，各構成員分も提出すること。 
 

書類 
番号 

提出書類 主な記載内容 様式 部数 

Ⅰ－１ 応募申込書 申込事業者の名称，代表者名，事務所の所在地 １－１ ２３ 

Ⅰ－２ 構成員調書 

構成員の事業者名，代表者，所在地，連絡先等 

※ 複数事業者で共同申込みする場合に構成員ごとに提出

すること。 

※ 提案の主要な部分に関わる者がある場合は，その者に

ついても提出すること。 

１－２ ２３ 

Ⅰ－３ 
申込事業者 

の概要 

⑴ 事業者の概要 

※ 沿革，事業者の事業内容，運営方針，運営体制等の分

かるものを提出すること。 

任意 ２３ 

⑵ 代表者の履歴 任意 ２３ 

⑶ 役員名簿 

※ 他の法人の理事との兼職者がある場合は，法人名と役

職名を記載すること。 

任意 ２３ 

Ⅰ－４ 定款等 最新のもの 任意 ２３ 

Ⅰ－５ 法人登記簿謄本 
履歴事項全部証明書（原本） 

※ 申込日前３箇月以内に発行されたもの 
－ １ 

Ⅰ－６ 印鑑証明書 申込日前３箇月以内に発行されたもの（原本） － １ 

Ⅰ－７ 決算書等 

直近２年間の決算書類及び法人税申告書（別表１，４及び５） 

※ 法令等に基づき作成された決算書類，財産目録等事業

報告書及び付属明細書等 

－ ２３ 

Ⅰ－８ 納税証明書等 

① 国税（法人税及び消費税） 

未納のないことの証明（納税証明書（その１）） 

② 市税（本市に事業所がある場合，法人市民税及び固定資

産税） 

  未納のないことの証明書 

※ ①及び②については，直近２年分の原本を提出するこ

と。 

③ 水道料金・下水道使用料納付証明書 

※ 詳細は「水道料金・下水道使用料納付証明書の請求に

ついて」を確認のうえ，指定の様式により請求すること。 

１－３ １ 
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Ⅰ－９ 資金計画書 

⑴ 事業費概算書（初期投資） １－４ ２３ 

⑵ 初期投資に伴う資金調達計画書 １－５ ２３ 

⑶ 長期損益計画書（基礎資料） １－６ ２３ 

⑷ 長期損益計画書 任意 ２３ 

Ⅰ－10 事業運営実績書 

⑴ 事業の実施実績 

 ※ 実施している事業の内容，実施年数，実績等を詳細に

記載すること。 

⑵ 活用計画と同種事業の運営実績 

 ※ 運営している施設名，事業内容，実績等を詳細に記載

すること。 

⑶ 提案事業者の他に，事業の運営を委託する者等，提案事

業の根幹に関わる者（法人，個人問わず）がある場合は，

提案事業に係る位置付けを記載したうえで，その者に関す

る実績を記載すること。 

１－７ ２３ 

Ⅰ－11 
京都市暴力団排除条例施行規則第４条に定める利益付与処分に係る誓約書 

※ 法人登記されている全ての者について，記載すること。 
１－８ １ 

 

２ 活用計画 

書類 
番号 

提出書類 主な記載内容 様式 部数 

Ⅱ－１ 

活用計画書 

⑴ 活用方針［様式２－１］①～⑪ 

 ※ 活用の基本方針を記載すること。 

 ※ 審査項目７「その他特筆すべき事項」に該当する提案

を行う場合，様式は任意とする。 

２－１ ２３ 

Ⅱ－２ 

⑵ 施設の整備方法［様式２－２］ 

 ※ スケジュール，整備内容等をできる限り詳細に記載す

ること。 

２－２ ２３ 

 

３ 貸付希望価格 

書類 
番号 

提出書類 主な記載内容 様式 部数 

Ⅲ 貸付希望価格書 
・事業者の代表者印を押印すること 

 ※ 共同申込みの場合は代表事業者の代表者印を押印 
３ ２３ 

 

４ 備考 

（１）「Ⅰ－５，Ⅰ－６，Ⅰ－８及びⅠ－１１」については，正本に綴じて提出すること。 

（２）正本は，本市が準備するファイルに綴じ，副本は正本用と同規格のファイルに綴じ，それぞ

れ書類番号ごとにインデックスを付したうえで提出すること。 

（３）紙媒体とは別に，全ての提出書類を取りまとめた電子媒体を６部提出すること。電子媒体の

種類はＣＤ又はＤＶＤとし，データはＰＤＦとすること。 
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［様式１－１］ 
（宛先）京 都 市 長 
  

応 募 申 込 書 
 
 元新道小学校跡地活用に係る契約候補事業者選定のための募集要項に基づき，下記

のとおり，応募を申し込みます。 
 なお，地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に掲げる者（一般競争入札に係

る契約を締結する能力を有しない者，破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及

び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる者）

でないことを申し添えます。 
記 

申込事業者の 
名称及び 
代表者名 

（ふりがな） 

 
                         ㊞ 

主たる事務所の 
所在地 

（ふりがな） 

 
 

※ 申込事業者は代表事業者とし，申込事業者以外に構成員がいる場合は，別途［様式１－２］の

構成員調書（全構成員分）を提出してください。 
※ 申込事業者以外に構成員がいる場合，申込事業者を含む全構成員数を記載してください。 
                                   ⇒       
 

連  絡  先 

担当者名及び担

当者が在籍する

事務所(部署)名 

担当者名 事務所(部署)名 
  

担当者が在籍す

る事務所(部署)の
所在地 

 

 
担当者の連絡先 

電話番号・ＦＡＸ メールアドレス 
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［様式１－２］ 
（宛先）京 都 市 長 

構 成 員 調 書 
下記の事業者を構成員とします。 
なお，地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に掲げる者（一般競争入札に係

る契約を締結する能力を有しない者，破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及

び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に掲げる者）

でないことを申し添えます。 
記 

申込事業者名 
（代表事業者） 

 

 

構 成 員 

（事業者名） 
 
（代表者） 
                            ○印  
（所在地） 
 
（電話番号） 
（役割） 

※ 代表者印は，印鑑証明書と同じ印を捺印してください。 

 

構成員の担当者連絡先等 

担当者名及び担当

者が在籍する事務

所(部署)名 

担当者名 事務所(部署)名 
  

担当者が在籍する

事務所(部署)の 
所在地 

 

担当者の連絡先 

電話番号・ＦＡＸ メールアドレス 
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［様式１－３］ 
 
学校跡地活用のプロポーザル提案用 
 

水道料金・下水道使用料納付証明書の請求について 
 

学校跡地活用のプロポーザル提案には，本市の水道料金・下水道使用料に係る納付証明書（以

下「納付証明書」といいます。）の提出が必要です。事業所分１通は必ず提出していただき，代表

者が京都市内に住所を有する場合のみ，代表者分も併せて提出してください。 

納付証明書の請求については下記をお読みいただき，別紙の「水道料金・下水道使用料納付証

明請求書（以下「納付証明請求書」といいます。）に必要事項を記入し，証明手数料（１件３５０

円）持参のうえ，納付証明書の発行窓口で請求してください（郵送では受付できません。）。 

 

１ 納付証明書の提出が必要となる場合 

＜法人等（事業所）分＞ 

・ 京都市内に事業所又は事務所等（以下「事業所等」といいます。）を有し，当該事業所等の

水道の使用者名義（「水道使用水量のお知らせ」にて，確認してください。）が，法人の場合

にあっては法人名義のもの，個人の場合にあっては代表者名義のもの。 

＜法人代表者又は個人代表者分＞ 

 ・ 京都市内に住所を有しており，当該住所の水道の使用者名義（「水道使用水量のお知らせ」

にて，確認してください。）が，法人代表者又は個人代表者名義のもの。 

 

２ 納付証明書の提出が必要でない場合 

・ 京都市内に事業所等や住所を有しない場合や，ビル又はマンション等で家主に支払う賃借

料（共益費）に水道料金等が含まれている場合など，直接に水道の使用者名義になっていな

い場合。 

・ 工事現場等における一時使用については，対象になりません。 

 

３ 納付証明書の請求先 

・ 当該事業所等が所在する地域を担当する営業所又は部署（「京都市上下水道局営業所等一

覧」をご覧ください。） 

・ 京都市内に複数の事業所等を所有する場合は，すべてに係る納付証明書が必要です。 

なお，納付証明請求書は担当営業所及び部署ごとに作成し請求してください。 

 

４ 納付証明請求書の記入に際しての注意事項 

・ 「あて先」の欄には，該当する営業所名を記入してください。 

・ 「請求者」の欄には，請求者の所在地，名称及び代表者名（個人の場合にあっては，住所

及び氏名）を記入のうえ，押印してください。 

・ 「検針区」，「使用者コード」，「水栓番号」及び「使用者名」の欄には，水道使用水量

のお知らせに記載されている内容を正確に記入してください。 

 

５ その他 

受付期間の後半は窓口が混雑することがありますので，お早めに請求してください。 
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京都市上下水道局営業所等一覧 
 

 

担当地域 検 針 区の 
１桁目 営業所名 所在地 電話番号 

東山区 
山科区 
伏見区の醍醐支所

管内 

１ 東部営業所 山科区椥辻西浦町 1-11 
八反畑バス停西入 592-3058 

北区 
上京区 
中京区 
左京区 

２ 
３ 
５ 

北部営業所 左京区高野竹屋町 4-1 
川端通北大路東入ル上ル 722-7700 

右京区 
西京区 

４ 
０ 西部営業所 右京区太秦安井一町田町 14 841-9184 

下京区 
南区 
伏見区（醍醐支所管

内を除く。） 

６ 
７ 
８ 

南部営業所 伏見区鷹匠町 33 605-2011 

 
○ 納付証明書の請求先が複数の営業所におよぶ場合は，下記の上下水道局お客さま窓口サ

ービスコーナーで一括して納付証明書の請求をすることができますが，納付証明請求書は

担当営業所ごとに作成してください。 

なお，請求日当日に発行できない場合は，後日受取りに行っていただくことになります

ので御了承ください。 
 

名    称 所  在  地 電 話 番 号 

京都市上下水道局 
お客さま窓口サービスコーナー 

南区東九条東山王町１２ 
（竹田街道八条下ル東側） 
京都市上下水道局 本館１階 

672-7770 
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（学校跡地活用のプロポーザル提案用） 

水道料金・下水道使用料納付証明請求書 
令和   年   月   日請求 

 
（あて先）京都市公営企業管理者上下水道局長 

（京都市上下水道局総務部    営業所） 
 

請求者 住 所 
 

 氏 名              印 
 

学校跡地活用のプロポーザル提案に使用するため，下記の水道料金，下水道使

用料の納付証明を請求します。 
 

検針区 使用者コード 水栓番号 使 用 者 名 

              

              

              

              

              

（注）検針区，使用者コード，水栓番号及び使用者名の欄は，「水道使用水量のお知らせ」

に記載されている内容を正確に記入してください。 
 

水道料金・下水道使用料納付証明書 

 
上記の使用者について，水道料金，下水道使用料の未納額はありません。 

 
令和   年   月   日 

 
京都市公営企業管理者上下水道局長  印 
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［様式１－４］ 

事 業 費 概 算 書 （ 初 期 投 資 ） 

（単位：百万円） 
項目 金額 

１ 貸付料（減額後の想定額）  
２ 建物建設費  
３ 設備，内装，調度品  
４ 保証金  
５ 人件費・経費  
※ 事業開始までの必要な資金額を計上してください。  
※ 適宜必要な項目があれば追加し，分かりやすく記入してください。 

（支出経費内訳） 

 建物建設費（１００万円以上）の内訳を分かりやすく記入してください。 
 建物建設費が分かる内訳書，見積書等があれば，それを添付いただいてもか

まいません。 
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［様式１－５］ 

初期投資に伴う資金調達計画書 

（単位：百万円） 
項目 金額 調達先 

１ 自己資金   
２ 借入金・社債等   

⑴   
⑵   
⑶   

３ その他   
   
   
   
合計   
※ 「事業費概算書」に計上した資金額の調達内訳を記載してください。 
※ 適宜必要な項目があれば追加し，分かりやすく記入してください。 
※ 「借入金・社債等」は，調達先ごとに記入するものとします。 

（借入金・社債等内訳） 

 借入金・社債等について，調達先ごとに借入時期，金利（固定・変動），返

済方法（元金均等・元利均等），償還年限などを記入してください。 
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［様式１－６］ 

長期損益計画書（基礎資料） 

 
（主な収入の根拠） 

 主な収入の積算根拠を項目ごとに分かりやすく記入してください。 

 

（主な支出の根拠） 

 主な支出の積算根拠を項目ごとに分かりやすく記入してください。 

  

 

（再投資【大規模修繕費】） 

 将来的に建物の改修などを見込んでいる場合に，その時期と金額，積算根拠

を分かりやすく記入してください。 
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［様式１－７］ 
事業の実施実績及び活用計画と同種事業の運営実績 

（１）実施している事業の内容，実施年数，実績等を詳細に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営している施設名，事業内容，実績等を詳細に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）提案事業者の他に，事業の運営を委託する者等，提案事業の根幹に関わる者（法人，個人問

わず）がある場合は，提案事業に係る位置付けを記載したうえで，その者に関する実績を記載

すること。 

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式１－８］ 

誓  約  書 

（宛先）京都市長         年   月   日 

誓約者の住所（法人にあっては，主た

る事務所の所在地） 

 

誓約者の氏名（法人にあっては，名称及

び代表者名） 

 

 

電話     -     -         ○印 

 

 誓約者が京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等及び同条第

５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約します。 

誓 約 者並 び にそ の 役員 及 び使 用 人の 名 簿  

役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は，次に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ次に掲げる者について記入してください。 

  ⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定 

する役員及び使用人（市長等（指定管理者を含む。以下同じ。）が全ての使

用人について記入することが困難であると認めるときは，市長等が指定する

使用人に限る。） 

  ⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４

号ウに規定する使用人（市長等が全ての使用人について記入することが困難

であると認めるときは，市長等が指定する使用人に限る。） 
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［様式２－１］① 
活用方針① 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目１に掲げる審査基準に沿って，これまで

の事業実績を具体的に記載すること。 

審査基準 申込事業者がこれまで企画提案内容と同種の事業を実施してきた実績は十分なものか。 

 

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
 



45 
 

［様式２－１］② 
活用方針② 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目１に掲げる審査基準に沿って，事業開始

後における本市及び地域との連絡体制について，下表に記載すること。 

審査基準 活用後においても，本市及び地域との連絡体制を確保しているか。 

 

 

 

＜本市及び地域との連絡体制＞ 

 

窓口となる者の施設へ

の常駐の有無 

（該当箇所にチェックしてください。） 

 □ 常駐 

 □ 常駐なし 

 □ その他（                    ） 

窓口となる者の役職等  

 

  ※ 連絡窓口となる者の施設への常駐等について記載してください。 

  ※ 連絡窓口となる者が具体的に決まっている場合は，その者の役職等を記載してください。 

   決まっていない場合は，「未定」としてください。 
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［様式２－１］③ 
活用方針③ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目４に掲げる審査基準に沿って，活用計画

のうち新道児童館の整備方法に関する部分（日程，大まかな建築面積・延べ床面積等）について，

①工事期間中と，②竣工後に分けて記載すること。 

  また，竣工後の施設の概略（外観，内装等）が分かる平面図，イメージ図（外観，内観）等を

添付すること。特に新築する場合は，立面図，断面図，仕上げ表（内部，外部）も添付すること。 

  なお，応募者以外の者（応募者を構成する一部の者を含む。）に事業の実施スペースを提供する

などしてその者を児童館事業の受託者とすることを提案する場合にあっては，この様式は，その

者を匿名にして作成してください。 

 審査基準 児童の健全育成への深い理解の下，地域福祉の向上を目指した地域に開かれた児童館

を安定的に運営することができる計画であるか。 

  

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－１］④ 
活用方針④ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目４に掲げる審査基準に沿って，事業実施

により見込まれる雇用者数及び活用する市内事業者について，具体的に記載すること。 

 審査基準 正規雇用の創出や市内事業者との連携を通じて，地域経済の活性化につながる提案で

あるか。 

 

 ＜雇用創出＞ 

雇用者となる事業者名 
雇用人数 

（正規） 

雇用人数 

（非正規） 

 名 名 

 名 名 

 名 名 

 名 名 

 名 名 

  ※ 当該施設において勤務する予定従業員数について，雇用主ごとに記載すること。 

  ※ 現時点で具体的な記載ができない場合は，「未定」として記載すること。 

 

 

 

 ＜市内事業者との連携＞ 

分野 市内事業者名 

賑わい事業の運営  

設計・施工  

仕入先  

その他（       ）  

  ※ 現時点で市内事業者と連携する予定はあるが，具体的な事業者名が決まっていない場合は

「未定」とし，市内事業者の連携を予定していない場合は，「予定なし」と記載すること。 

  ※ ＳＰＣ等を市内に設置する場合は，市内事業者として記載すること。 

※ 記載欄が不足する場合等については，欄を追加すること。 
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［様式２－１］⑤ 
活用方針⑤ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目４に掲げる審査基準に沿って，京都の伝

統文化・伝統産業，京都産食材等の活用の予定について，具体的に記載すること。 

 審査基準 京都の伝統文化に触れる機会の創出，京都の伝統技法の活用など，伝統文化・伝統産

業（物品や技法），京都産食材等の積極的活用につながる計画であるか。 

  

 ＜伝統文化・伝統産業（物品や技法）等の使用予定＞ 

伝統文化・伝統産業（物品や技法）等の名称 具体的な利用方法・利用箇所等 

  

  

  

  

  

   ※ 名称は，できるだけ具体的に記載すること。 

   ※ 現時点で伝統文化・伝統産業（物品や技法），京都産食材等を利用する予定はあるが，具

体的な名称が決まっていない場合は「未定」とし，利用方法・利用箇所についてのみ記載

すること。 

※ 記載欄が不足する場合等については，欄を追加すること。 
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［様式２－１］⑥ 
活用方針⑥ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目４に掲げる審査基準に沿って， 現在の避

難所機能の確保に加え，ハード・ソフトの両面から，地域の防災拠点にふさわしい新たな取組・

機能付加について，具体的に記載すること。 

審査基準 地域の防災拠点に相応しい機能を確保した計画であるか。 

  

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－１］⑦ 
活用方針⑦ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目４に掲げる審査基準に沿って，公共交通

機関の利用促進を図る計画について，具体的に記載すること。 

審査基準 市バス・地下鉄をはじめ，公共交通機関の利用促進を図り，「歩いて楽しいまち・京都」

の実現につながる提案であるか。 

  

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－１］⑧ 
活用方針⑧ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目４に掲げる審査基準に沿って，環境負荷

の低減に向けた取組について，具体的に記載すること。 

審査基準 環境負荷の低減に向けた取組を検討している提案であるか。 

  

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－１］⑨ 
活用方針⑨ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目５に掲げる審査基準に沿って，地域コミ

ュニティの活性化につながる提案について，具体的に記載すること。 

 審査基準 地域との協働事業や交流促進の取組などを通して，地域の自治活動に協力・支援する

など，地域コミュニティの活性化に資するものであるか。 

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－１］⑩ 
活用方針⑩ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目５に掲げる審査基準に沿って，花街文化

の発展につながる提案について，具体的に記載すること。 

 審査基準 京都五花街の一つである宮川町に近い立地を生かし，花街文化の発展につながる提案

であるか。 

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－１］⑪ 
活用方針⑪ 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目５に掲げる審査基準に沿って，新たな賑

わいを創出する提案について，具体的に記載すること。 

 審査基準 周辺施設との連携や有効活用を通して，新たな賑わいを創出し，更なる地域の活性化

と魅力あるまちづくりに資する計画であるか。 

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式２－２］ 
施設の整備方法 

※ 「募集要項Ｐ５７ 審査項目及び審査基準」審査項目３及び５に掲げる審査基準に沿って，活

用計画（日程（予定），大まかな建築面積・延べ床面積，内外装の改修予定），活用方針と整備方

法，法令等への整合性を記載すること。 

  また，施設の概略（外観,内装等）が分かる平面図，イメージ図（外観，内観）等を添付するこ

と。特に新築する場合は，立面図，断面図，仕上げ表（内部，外部）も添付すること。 

（関連審査項目） 

審査基準・耐震性を確保し，関係法令を遵守したものであるか。 

    ・活用計画は，周囲の歴史的景観と調和した建築デザインであるか。 

審査基準・地域の自治活動等に供されている施設（自治会活動スペース，倉庫スペース等）につ

いて配慮されているか。 

 

※ 記載欄が不足する場合等については，別紙（様式任意）により記載すること。 
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［様式３］ 
（宛先）京 都 市 長  
 

貸 付 希 望 価 格 書 
 
元新道小学校跡地に係る貸付希望価格等は，下記のとおりです。 
 

記 
 

【貸付希望価格】 

※貸付希望価格は，算用数字を用いて表示し，最初の数の前に「￥」を付けてください。 

【貸付希望期間】 

 

 

 

 

申請事業者の 
名称及び代表者名  

（ふりがな） 

 
                           ㊞ 

主たる事務所の 
所在地 

（ふりがな） 

 

 
連  絡  先 

担当者名及び担当者が

在籍する事務所(部署)名 

担当者名 事務所(部署)名 

  

担当者が在籍する 事 務 所

(部署)の所在地 
 

担当者の連絡先 
電話番号・ＦＡＸ メールアドレス 

  

※ 貸付希望価格書は応募申込時に提出してください。以後，再提出は認めません。 

※ 貸付希望価格書は,地元利用部分等に係る貸付料の減額措置以前の額として想定される金額を

記載してください。 

百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

           

年 

  



大項目

価格評価 6
貸付希望価格の比
較

　　また最低価格を下回る応募，故意に虚偽のある応募については，当該事業者を失格とする。

　（評価の方法）

     ・各審査項目について０点から１０点までの１１段階評価を行い，各審査項目の評価点（０～１０点）を算定する。

     ・次に，各審査項目の評価点に，各審査項目の重要度に応じて設定した係数（１～４）を乗じて，各審査項目の得点を算出する。

     ・各審査項目の係数は，項目１・２（係数２），項目３・５（係数４），項目４（係数２．５又は１．５）とする。

     ・項目６については，最低価格を上回る提案に基礎点を付与したうえで，貸付希望価格の多寡に応じた評価点とする。

　（評価の基準）

　　９～１０点　非常に優れている，非常に期待できる，非常に貢献度が高い

　　７～８点　　優れている，期待できる，貢献度が高い

　　５～６点　　概ね妥当である，適切である，貢献する

　　３～４点　　不十分な点がある，あまり期待できない，あまり貢献しない

　　０～２点　　評価すべき点はほとんどない，ほとんど貢献しない

４０点

（実現性・安定性）
・実施体制や資金計画に基づく実現性の高いものであるか
・長期収支計画等に基づいた安定性のあるものであるか

（法令遵守）
・耐震性を確保し，関係法令を遵守したものであるか
・活用計画は，建仁寺など周囲の歴史的景観と調和した建築デザインであるか

※　合計点数が１２０点未満及び各項目（項目６，７を除く）において審査委員全員が不適当（０点）と判断した場合，

４０点 ・貸付希望価格に応じた評価点

小　　計 ２００点

加算点
・上記のほか，地域の活性化，本市施策への貢献等に繋がる提案（オフィス・ス
タートアップ拠点での活用など）について，特筆すべき事項に対する評価点

合　　計 ２１０点

活用計画及び整備
計画の内容

3
活用計画の実現
性・安定性・デザイ
ン性

※　最高点数（ただし１２０点以上）を獲得した事業者を活用事業者とする。

（本市施策への貢献度①）
・正規雇用の創出や市内事業者との連携を通じて，地域経済の活性化につなが
る提案であるか
・京都の伝統文化に触れる機会の創出，京都の伝統技法の活用など，伝統文化・
伝統産業（物品や技法），京都産食材等の積極的活用につながる計画であるか
・地域の防災拠点に相応しい機能を確保した計画であるか
・市バス・地下鉄をはじめ，公共交通機関の利用促進を図り，「歩いて楽しいまち・
京都」の実現に繋がる提案であるか
・環境負荷の低減に向けた取組を検討している提案であるか

（本市施策への貢献度②：児童館事業）
・児童の健全育成への深い理解の下，地域福祉の向上を目指した地域に開かれ
た児童館を安定的に運営することができる計画であるか

２５点

１５点

7
その他特筆すべき
事項

１０点

4

地域コミュニティの
活性化，花街文化
の発展と新たな賑
わいづくり

４０点5

申込事業者の事務
遂行体制・業務実
績

2
申込事業者の
財務・経営状況

２０点

申込事業者の状況

２０点

・申込事業者が企画提案事業を遂行するにふさわしい体制を有しているか
・申込事業者がこれまで企画提案内容と同種の事業を実施してきた実績は十分
なものか
・活用後においても，本市及び地域との連絡体制を確保しているか

（地域コミュニティの活性化）
・地域の自治活動等に供されている施設（自治会活動スペース，倉庫スペース
等）について，配慮されているか
・地域との協働事業や交流促進の取組などを通して，地域の自治活動に協力・支
援するなど，地域コミュニティの活性化に資するものであるか

（花街文化の発展と新たな賑わいづくり）
・京都五花街の一つである宮川町に近い立地を生かし，花街文化の発展につな
がる提案であるか
・周辺施設との連携や有効活用を通して，新たな賑わいを創出し，更なる地域の
活性化と魅力あるまちづくりに資する計画であるか

本市施策への貢献
度

審　査　項　目　及　び　審　査　基　準　

審　査　項　目
配点 審　査　基　準

小項目

・申込事業者の総資産額，累積剰余金，経営状況は十分で，安定しているか

1
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別紙４


